
大会経費の執行の段階における確認の流れ（定額以上の案件(*１)の場合）

前月 当月（以降　毎月繰り返し）

（*１）請負、委託 　一契約当たりの予定価格　３億５千万円以上
　　　物件の買入れ、売払い、借入れ、貸付け 一契約当たりの予定価格　　　６千万円以上
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